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一

は
じ
め
に

　

京
都
の
大
徳
寺
に
伝
来
し
た
五
百
羅
漢
図
（
以
下
大
徳
寺
本
）
は
、
も
と
南

宋
の
孝
宗
淳
煕
年
間
に
明
州
鄞
県
の
恵
安
院
に
施
入
さ
れ
た
絹
本
着
色
図
で
、

一
幅
に
五
人
の
羅
漢
を
描
く
計
百
幅
の
大
作
で
あ
る
。
う
ち
六
幅
は
早
く
に
失

わ
れ
て
江
戸
時
代
の
補
作
が
あ
り
、
現
在
大
徳
寺
に
は
原
図
八
十
二
幅
が
伝
わ

る
。
明
治
時
代
に
大
徳
寺
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
十
幅
、

フ
リ
ー
ア
美
術
館
の
二
幅
と
併
せ
現
存
は
九
十
四
幅
と
な
る
。
夙
に
フ
ェ
ノ
ロ

サ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
羅
漢
図
に
は
金
泥
銘
文
（
補
注
）を
有
す
る
幅
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
制
作
者
が
林
庭
珪
、
周
季
常
の
二
人
の
画
家
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
大
部
分
の
銘
文
は
磨
滅
や
剥
落
が
激
し
く
、
判
読
不

能
な
ば
か
り
か
、
銘
文
の
あ
る
幅
の
確
定
す
ら
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。

　

奈
良
国
立
博
物
館
と
東
京
文
化
財
研
究
所
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
共
同
で
金

泥
銘
文
の
光
学
調
査
を
実
施
し
、
二
年
間
の
共
同
研
究
の
結
果
、
九
十
四
幅
の

う
ち
四
十
八
幅
に
銘
文
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
二
〇
一
一
年
に
は
銘
文

デ
ー
タ
、
カ
ラ
ー
全
図
や
詳
細
な
解
説
を
付
し
た
報
告
書
を
刊
行
し
て
い
る）

1
（

。

筆
者
は
、
幸
い
に
『
報
告
書
』
作
成
の
段
階
で
、
銘
文
に
含
ま
れ
る
官
職
名
の

解
説
を
求
め
ら
れ
、
可
視
画
像
化
さ
れ
た
銘
文
を
検
討
す
る
機
会
を
も
っ
た
。

そ
の
解
説
は
「
有
官
施
入
者
銘
文
の
意
味
す
る
こ
と
」
と
し
て
寄
稿
し
た
が
、

検
討
不
足
の
部
分
や
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
、
稿
を
改
め
、
筆
者
が
近
年
の
課
題
と
し
て
き
た
「
明
州
慶
元
府

士
人
社
会
の
形
成
と
展
開
」
の
考
察
で
検
討
し
た
事
項
に
、
こ
れ
ら
の
銘
文
は

ど
の
よ
う
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
か
考
え
て
み
た）

（
（

。
こ
こ
か
ら
大
徳
寺
本
銘
文

が
、
既
存
文
献
で
は
窺
い
知
る
こ
と
の
難
し
い
士
人
社
会
基
層
部
に
関
す
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
未
だ
不

十
分
で
あ
る
が
、『
報
告
書
』
の
成
果
を
ふ
ま
え
南
宋
明
州
士
人
社
会
を
地
域

の
水
利
事
業
の
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
。

日
本
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
銘
文
と
南
宋
明
州
士
人
社
会
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成



八
二

一
　
五
百
羅
漢
図
の
背
景

　

大
徳
寺
本
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
日
本
に
伝
来
し
現
在
に
至
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
元
来
、
鎌
倉
の
寿
福
寺
な
い
し
建
長
寺
に

あ
っ
た
も
の
が
、
小
田
原
北
条
氏
に
移
り
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
と
北
条

氏
滅
亡
の
際
に
秀
吉
の
手
に
渡
り
、
秀
吉
が
創
建
し
た
大
徳
寺
塔
頭
に
施
入
、

最
終
的
に
大
徳
寺
方
丈
の
什
宝
と
な
っ
た
と
谷
口
耕
生
氏
は
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
）
3
（

。
氏
は
ま
た
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
見
解
を
紹
介
し
、
日
本
将
来
の
時
期
に
つ
い

て
一
二
四
六
年
渡
日
の
禅
僧
（
蘭
渓
道
隆
）
が
か
か
わ
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ

と
も
提
示
さ
れ
る
。

　

銘
文
の
読
解
お
よ
び
大
徳
寺
本
制
作
の
経
緯
や
意
義
に
つ
い
て
は
、
井
手
誠

之
輔
氏
が
中
心
と
な
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た）

4
（

。
井
手
氏
の
見
解
を
筆
者

な
り
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

①
大
徳
寺
本
羅
漢
図
は
、
四
十
八
幅
の
銘
文
か
ら
恵
安
院
の
僧
義
紹
が
幹
縁

僧
と
な
り
、
淳
煕
五
年
（
一
一
七
八
）
か
ら
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
結
縁
を
募

り
、
林
庭
珪
と
周
季
常
の
二
人
の
画
人
に
描
か
せ
て
恵
安
院
に
施
入
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

②
施
入
者
の
多
く
は
、
明
州
東
部
に
位
置
す
る
東
銭
湖
周
辺
の
万
令
郷
正
界
、

万
令
郷
老
界
、
万
令
郷
手
界
、
翔
鳳
郷
、
豊
楽
郷
、
陽
堂
郷
に
居
住
す
る
人
々

で
、
先
祖
の
追
薦
供
養
や
故
人
の
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
、
一
族
の
安
寧
を
祈
っ

て
施
入
し
た
。
時
期
が
淳
煕
十
一
年
以
降
に
な
る
と
、
秀
州
華
亭
県
や
蘇
州
平

江
府
居
住
者
の
名
前
が
み
え
て
く
る
の
で
、
義
紹
が
勧
進
の
輪
を
広
げ
て
い
っ

た
様
子
が
分
か
る
。

　

③
恵
安
院
は
、
東
銭
湖
北
西
畔
の
陽
堂
山
（
青
山　

民
国
『
鄞
県
通
志
』
の

青
雷
峯
）
の
東
麓
に
あ
り
、
唐
末
天
祐
元
年
（
九
〇
四
）
十
六
羅
漢
示
現
の
伝

説
が
あ
る
青
山
の
麓
に
、
五
代
の
天
福
三
年
（
九
三
八
）
創
建
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
南
宋
末
に
は
羅
漢
院
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

④
青
山
東
麓
に
は
、
孝
宗
朝
で
二
度
の
宰
相
を
務
め
た
史
浩
が
孝
宗
乾
道
九

年
（
一
一
七
三
）
に
創
建
し
た
天
台
寺
院
の
月
波
寺
が
あ
り
、
ま
た
銘
文
に
施

入
者
と
し
て
名
が
み
ら
れ
る
法
印
の
属
す
る
尊
教
院
も
至
近
の
距
離
に
位
置
し

て
い
た
。
史
浩
は
、
こ
の
両
寺
を
中
心
に
四
時
水
陸
道
場
を
営
ん
だ
。
水
陸
会

と
呼
ば
れ
る
水
陸
道
場
と
は
、
南
朝
梁
の
武
帝
が
、
神
異
僧
と
し
て
知
ら
れ
る

宝
誌
和
尚
の
助
言
に
も
と
づ
き
、
天
監
四
年
（
五
〇
五
）
鎮
江
の
金
山
寺
で
開

始
し
た
施
餓
鬼
や
亡
魂
の
救
済
と
成
仏
を
祈
る
法
会
で
あ
る
。
大
徳
寺
本
に
は
、

井
手
氏
が
史
浩
と
推
定
す
る
士
大
夫
の
、
柄
香
炉
を
も
っ
て
宝
誌
和
尚
に
対
面

す
る
場
面
を
描
く
幅
（
史
浩
画
幅
参
照
）、
施
餓
鬼
・
戦
没
者
供
養
の
場
面
、

法
会
を
準
備
し
に
参
加
す
る
僧
・
施
入
者
と
お
ぼ
し
き
信
徒
を
描
く
幅
な
ど
水

陸
会
と
の
関
連
を
示
す
画
題
が
多
い
。
史
浩
と
水
陸
会
、
こ
れ
が
大
徳
寺
本
の

背
景
の
一
つ
で
あ
る
。

　

井
手
氏
の
こ
の
見
方
は
、
史
浩
が
福
建
福
州
知
事
で
あ
っ
た
淳
熙
元
年
二
月

に
、
祈
雨
の
水
陸
大
齋
会
を
設
け
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
（『
鄮
峰

真
隠
漫
録
』
二
三　

福
州
祈
雨
設
水
陸
疏
）。

　

⑤
鄞
県
治
の
東
三
十
五
里
に
位
置
す
る
東
銭
湖
は
、
周
囲
八
十
里
、
七
十
二
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の
渓
水
を
集
め
、
七
か
所
の
堰
を
通
し
て
鄞
県
六
郷
、
定
海
県
一
郷
計
七
郷
百

万
余
頃
の
田
を
潤
し
て
い
た
。
青
山
に
は
、
唐
の
天
宝
年
間
に
湖
を
浚
渫
し
灌

漑
の
基
盤
を
築
い
た
鄞
県
知
事
陸
南
金
、
お
よ
び
北
宋
天
禧
年
間
に
再
度
整
備

し
た
明
州
知
事
李
夷
庚
両
人
を
祀
る
恵
澤
廟
が
あ
り
、
漁
業
や
灌
漑
の
水
の
恵

み
を
受
け
る
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
淳
煕
四
年
は
、
明
州
知
事
の
孝
宗

第
二
子
魏
王
趙
愷
に
よ
る
、
以
前
の
浚
渫
か
ら
百
年
以
上
た
ち
水
草
の
根
で
埋

ま
っ
た
湖
の
回
復
事
業
が
終
了
し
た
年
で
あ
る
。
井
手
氏
は
、
恵
安
院
で
の
羅

漢
供
養
を
描
く
画
幅
の
、
導
師
の
後
ろ
で
拝
礼
す
る
二
人
の
士
大
夫
の
う
ち
、

笏
を
と
り
長
脚
の
幞
頭
を
つ
け
た
正
装
の
人
物
は
魏
王
と
推
定
す
る
余
地
が
あ

る
と
い
う
（
魏
王
画
幅
参
照
）。
南
宋
佛
画
で
同
様
の
身
な
り
は
宗
室
の
場
合

が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
さ
ら
に
銘
文
に
記
さ
れ
た
施
入

者
に
は
、
魏
王
の
水
利
工
事
に
参
加
し
て
褒
賞
を
受
け
た
顧
仁
陞
の
名
が
み
え

る
。
ま
た
大
徳
寺
本
に
は
道
教
の
水
官
が
二
幅
に
描
か
れ
、
五
百
羅
漢
図
と
東

銭
湖
の
水
利
と
の
密
接
な
関
連
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
東
銭
湖
の
水
利
と
周

辺
の
地
域
社
会
、
こ
れ
が
井
手
氏
の
提
示
す
る
大
徳
寺
本
の
も
う
一
つ
の
背
景

で
あ
る
。
な
お
至
正
『
四
明
続
志
』
九 

神
廟 

嘉
澤
廟
に
引
く
程
端
學
の
重
修

記
に
よ
れ
ば
、
嘉
定
年
間
に
下
賜
さ
れ
た
嘉
澤
廟
の
廟
額
と
封
諡
の
誥
勅
は
恵

安
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
青
山
一
帯
を
、「
地
域
住
民
が
東
銭
湖
の
も
た
ら
す
水
の
恵
み

に
感
謝
し
、
過
去
か
ら
現
在
・
未
来
へ
と
続
く
一
族
の
安
寧
を
祈
る
た
め
の
儀

礼
」
空
間
と
し
て
捉
え
る
井
手
氏
の
観
点
は
魅
力
的
で
、「
佛
画
と
儀
礼
、
儀

礼
の
場
と
地
域
社
会
、
地
域
社
会
と
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
、
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー

ト
と
中
央
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、
今
日
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
宋
代
史
研

究
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
多
角
的
な
観
点
か
ら
検
証
し
う
る
希
有
な
視
覚
資

料
」
と
の
指
摘
は
、
大
徳
寺
本
を
め
ぐ
る
今
後
の
研
究
方
向
の
指
針
と
な
る）

5
（

。

二
　
銘
文
に
み
え
る
官
職
名

　

施
入
者
銘
を
有
す
る
四
十
八
幅
の
五
百
羅
漢
図
の
う
ち
、
十
幅
の
銘
文
に
は

施
入
者
な
い
し
供
養
対
象
者
な
ど
に
官
職
の
肩
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

二
幅
を
施
入
し
た
人
物
が
一
人
い
る
の
で
、
有
官
者
例
と
し
て
は
九
点
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ら
の
官
職
と
人
名
は
、
明
州
豊
楽
郷
の
①
将
仕
郎
陳
公
誉
（
59　
『
報

告
書
』
画
幅
番
号
、
以
下
同
じ
）、
②
将
仕
郎
陳
景
英
（
Ｆ
１
）、
③
将
仕
郎
陳

京
（
景
？
）
逸
（
3
）、
万
齡
郷
の
④
黄
七
三
員
外
（
68
）、
翔
鳳
郷
の
⑤
顧
細

十
八
助
教
と
妣
王
氏
四
三
孺
人
（
45
）、
⑥
保
義
郎
新
寧
国
府
広
徳
軍
巡
轄
馬

逓
鋪
顧
仁
陞
（
33
）
の
六
例
と
、
通
州
静
海
県
籍
で
蘇
州
平
江
府
在
住
の
⑦
高

之
問
の
亡
祖
迪
功
と
亡
父
四
特
奏
（
Ｂ
３
）、
蘇
州
平
江
府
楽
安
下
郷
在
住
の

⑧
承
信
郎
徳
壽
宮
祗
應
高
居
賢
（
75
）、
秀
州
華
亭
県
の
⑨
進
義
副
尉
□
□
と

太
保
府
使
呂
許
敏
（
76
）
で
あ
る
（
有
官
銘
文
リ
ス
ト
参
照
）。

　

ま
ず
官
職
と
人
名
の
概
略
を
説
明
し
た
い
。
①
②
③
は
い
ず
れ
も
本
人
か
そ

の
妻
が
施
入
者
で
あ
り
、
東
銭
湖
南
側
に
位
置
す
る
豊
楽
郷
故
干
里
古
塘
保
の

陳
氏
一
族
で
あ
る
。
将
仕
郎
は
、
文
官
最
下
位
の
階
官
名
で
北
宋
中
期
の
官
品

は
従
九
品
で
あ
っ
た
が
、
徽
宗
の
政
和
六
年
に
従
来
の
将
仕
郎
の
名
を
迪
功
郎
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と
改
め
、
そ
の
下
に
更
に
無
品
か
つ
実
際
の
職
事
を
も
た
な
い
三
つ
の
階
官
が

設
け
ら
れ
、
そ
の
一
番
下
を
将
仕
郎
と
し
た
。
南
宋
孝
宗
淳
熙
五
年
の
段
階
で

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は

恩
蔭
で
の
授
与
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
れ
ら
将
仕
郎
陳
氏
に
は
、
父
祖
や
親
族

中
に
こ
の
恩
蔭
を
与
え
得
る
七
品
以
上
の
複
数
の
有
官
者
の
存
在
を
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
陳
氏
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
詳
ら
か
に
し

得
な
い
。
豊
楽
郷
は
東
銭
湖
畔
南
西
に
位
置
し
、
例
え
ば
、
そ
の
横
渓
西
奥
之

原
に
墓
と
功
徳
寺
が
あ
る
華
文
閣
直
学
士
陳
居
仁
（
建
炎
三
年
～
慶
元
三
年
）

は
、
父
の
朝
奉
大
夫
膏
が
福
建
興
化
軍
莆
田
県
か
ら
鄞
県
に
移
り
、
四
明
の
著

姓
汪
氏
か
ら
後
妻
を
迎
え
た
望
族
出
身
で
あ
る
が
、
銘
文
の
陳
氏
と
の
関
係
は

不
明
で
あ
る
。

　

④
は
万
令
郷
正
界
の
人
と
す
る
が
、
井
手
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
宝
慶
『
四

明
志
』
一
三
の
鄞
県
郷
村
に
は
東
銭
湖
の
西
北
か
ら
西
に
広
が
る
万
令
老
界
郷

と
万
令
手
界
郷
の
二
郷
を
記
す
も
の
の
正
界
は
み
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
淳

煕
五
年
か
ら
五
〇
年
ほ
ど
後
の
記
事
で
あ
り
、
郷
村
の
名
称
変
更
あ
る
い
は
区

画
が
変
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
正
界
の
位
置
を
老
界
・
手
界
近
辺
に
想
定
し

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
万
令
郷
は
施
入
者
を
最
も
多
く
出
し
た
郷
で

計
十
四
幅
あ
り
、
内
訳
は
正
界
が
六
、
老
界
が
四
、
手
界
が
二
、
不
明
二
で
あ

る
。
そ
の
な
か
に
は
史
氏
一
族
と
推
定
さ
れ
る
正
界
赤
城
里
の
史
従
珦
・
従

智
・
景
懋
の
名
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
官
職
名
は
な
い
。
但
し
史
浩
‐
史
彌
遠

を
出
し
た
史
氏
の
故
里
は
、
東
銭
湖
東
の
陽
堂
郷
下
水
の
地
で
あ
り
、
ま
た
一

族
の
な
か
に
「
従
」
や
「
景
」
を
輩
字
と
す
る
世
代
も
み
え
な
い
。

　

④
の
供
養
対
象
者
黄
七
三
員
外
の
員
外
は
員
外
郎
の
略
称
で
あ
り
、
七
三
と

い
う
呼
称
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
輩
行
の
数
字
で
あ
り
親
称
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
妻
が
亡
き
夫
の
浄
土
へ
の
往
生
を
願
っ
て
の

施
入
で
あ
る
の
で
、
七
三
員
外
の
呼
称
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
覚
え
な
い
。
し

か
し
こ
こ
で
は
本
人
が
七
品
官
の
員
外
郎
と
考
え
る
よ
り
、
官
戸
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
通
称
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
中
高
級
官
職
を
通
称
と

し
て
使
用
す
る
例
は
、
た
と
え
ば
「
清
明
上
河
図
」
の
な
か
に
薬
屋
の
「
趙
太

丞
家
」
や
旅
館
の
「
王
員
外
家
」
の
看
板
に
も
み
え
、
と
く
に
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
趙
太
丞
は
医
官
の
趙
氏
、
旅
館
も
員
外
郎
で
あ
る
王
氏
と
の
関
連
か

ら
看
板
を
掲
げ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
法
律
は
官
僚
自
身
の
商

売
を
厳
し
く
禁
じ
て
お
り
、
と
す
れ
ば
本
人
の
経
営
で
は
な
く
、
そ
の
係
累
か

子
孫
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る）
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。
同
様
に
、
黄
七
三
に
は
員
外
郎
の
祖

先
が
い
て
戸
籍
が
官
戸
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
に
称
し
た
可
能
性
が
高

い
。

　

⑤
⑥
の
翔
鳳
郷
は
東
銭
湖
の
西
南
か
ら
南
さ
ら
に
南
東
に
か
け
て
の
地
域
に

あ
り
、
四
十
八
幅
中
十
一
幅
に
そ
の
地
名
が
み
え
る
。
う
ち
滄
門
里
の
顧
氏
に

よ
る
施
入
が
四
幅
あ
る
。
⑤
は
滄
門
の
里
名
は
な
い
も
の
の
、
施
入
者
の
顧
仁

瑞
ら
名
前
の
「
仁
」
字
が
滄
門
顧
仁
慶
と
共
通
す
る
輩
行
字
な
の
で
同
族
と
判

断
で
き
る
。
ま
た
⑥
に
は
翔
鳳
の
郷
名
も
記
さ
れ
な
い
が
、
や
は
り
「
仁
」
字

を
も
つ
顧
仁
陞
が
施
入
者
な
の
で
同
様
に
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑤
の
顧
仁
瑞

ら
が
供
養
し
た
父
親
顧
細
十
八
助
教
の
助
教
は
、
太
学
や
州
県
の
地
方
学
の
下

級
教
員
の
名
称
で
あ
る
。
た
だ
史
料
に
現
れ
る
例
は
多
く
が
実
際
の
教
員
で
は
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な
く
、
正
式
な
科
挙
以
外
の
ル
ー
ト
で
あ
る
特
奏
名
（
後
述
）
合
格
者
に
与
え

ら
れ
る
州
助
教
の
こ
と
で
、
官
品
を
持
た
ず
実
際
の
職
に
も
就
か
な
い
名
目
的

な
も
の
で
あ
る
。
顧
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
同
じ
く

供
養
さ
れ
た
母
親
王
氏
四
三
孺
人
の
孺
人
は
、
官
員
の
母
親
や
夫
人
に
与
え
ら

れ
る
封
号
の
最
下
位
で
、
こ
の
時
期
は
通
直
郎
以
上
の
官
に
付
与
の
資
格
が
与

え
ら
れ
て
い
た
。
通
直
郎
は
八
品
官
で
あ
る
か
ら
夫
の
助
教
に
そ
の
資
格
は
な

い
。
と
す
れ
ば
子
供
の
官
位
に
よ
る
贈
封
と
な
る
が
、
施
入
者
顧
仁
瑞
ら
三
人

の
息
子
と
孫
に
官
職
名
は
な
く
、
封
号
授
与
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
⑥
の
保

義
郎
は
下
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
武
官
で
品
階
を
も
つ
五
二
段
階
の
五
〇
番
目
。

正
九
品
、
買
官
な
ど
雑
多
な
方
法
で
入
手
し
得
る
と
さ
れ
、『
水
滸
伝
』
宋
江

の
あ
だ
名
「
呼
保
義
」
の
語
源
で
も
あ
る
。
顧
仁
陞
は
こ
の
武
階
を
帯
び
て
実

職
に
就
い
て
お
り
、
そ
れ
が
江
南
東
路
の
寧
国
府
と
そ
の
東
の
広
徳
軍
を
管
轄

区
域
と
す
る
巡
轄
馬
逓
鋪
、
す
な
わ
ち
駅
伝
の
な
か
で
も
急
を
要
す
る
と
き
に

利
用
さ
れ
る
馬
逓
の
駅
舎
を
巡
回
管
理
す
る
職
務
で
あ
っ
た
。
ま
た
井
手
氏
が

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
顧
仁
陞
は
画
幅
施
入
時
と
同
じ
淳
煕
五
年
に
東
銭
湖
浚

渫
の
功
績
に
よ
り
「
減
磨
勘
一
年
」
の
褒
賞
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
三
年
間

隔
で
行
わ
れ
る
勤
務
評
定
の
期
間
を
一
年
減
じ
て
結
果
的
に
昇
進
の
機
会
を
早

め
に
与
え
る
措
置
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
同
族
で
あ
ろ
う
顧
仁
俊
も
同
じ
褒
賞

を
受
け
、
顧
仁
智
・
顧
仁
興
は
減
税
の
恩
典
を
与
え
ら
れ
た
。
顧
氏
が
東
銭
湖

水
利
権
に
密
接
に
係
わ
る
有
力
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

⑦
⑧
⑨
は
、
明
州
以
外
に
居
住
す
る
施
入
者
た
ち
で
あ
る
。
⑦
は
長
江
下
流

北
岸
の
通
州
静
海
県
が
本
籍
で
当
時
は
蘇
州
平
江
府
呉
県
鳳
凰
郷
に
住
む
高
之

問
の
祖
父
が
迪
功
、
父
四
が
特
奏
と
あ
る
。
迪
功
は
下
級
文
官
の
迪
功
郎
で
従

九
品
、
科
挙
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
一
番
低
い
官
で
あ
り
、
こ
れ
以
下
が
登
仕

郎
、
通
仕
郎
、
将
仕
郎
と
な
る
。
但
し
最
終
官
位
が
迪
功
で
あ
る
祖
父
の
科
挙

合
格
の
可
能
性
は
低
い
。
ち
な
み
に
朱
熹
が
最
初
に
得
た
官
位
が
こ
れ
で
あ
っ

た
。
特
奏
は
特
奏
名
の
こ
と
で
、
正
規
の
科
挙
合
格
者
で
あ
る
正
奏
名
に
対
し
、

一
次
試
験
を
何
回
か
合
格
し
な
が
ら
も
二
次
試
験
の
省
試
を
通
ら
な
い
者
に
、

特
別
枠
で
あ
る
特
奏
名
で
の
受
験
を
認
め
、
合
格
者
に
肩
書
き
だ
け
の
官
を
与

え
る
制
度
。
高
之
問
の
父
が
、
特
奏
名
に
合
格
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
特

奏
名
を
受
験
す
る
資
格
、
す
な
わ
ち
何
回
か
一
次
試
験
の
郷
試
を
合
格
し
て
い

た
だ
け
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
合
格
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
助
教
な
ど
の
官
名
を
記
し
た
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。
⑧
は

冒
頭
の
地
名
を
欠
く
の
で
あ
る
が
、
別
に
通
州
静
海
県
籍
で
平
江
府
長
洲
県
楽

安
下
郷
居
住
□
居
賢
と
読
み
取
れ
る
一
幅
が
あ
る
の
で
、
徳
壽
宮
祗
應
高
居
賢

は
通
州
籍
と
判
断
で
き
る
。
徳
壽
宮
は
南
宋
初
代
高
宗
が
引
退
後
に
居
住
し
た

宮
殿
で
多
く
の
政
府
高
官
が
出
入
り
し
て
い
た
。
祗
應
は
雑
用
に
あ
た
る
召
使
、

下
級
武
官
が
当
た
っ
た
。
銘
文
の
徳
壽
宮
の
前
の
二
、
三
字
が
読
め
ず
、
承
の

次
が
信
で
あ
れ
ば
官
名
は
有
官
武
官
の
最
下
位
承
信
郎
従
九
品
と
な
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
高
氏
一
族
に
は
文
武
官
を
有
す
る
者
が
い
た
。
⑨
の
秀
州
華
亭
県

某
（
判
読
で
き
ず
）
の
進
義
副
尉
は
無
品
の
武
官
八
段
階
の
四
番
目
。
呂
許
？

敏
の
官
名
太
保
府
使
は
何
を
意
味
す
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
太
保
は
い
う
ま

で
も
な
く
三
公
の
一
つ
で
あ
る
。
史
浩
・
史
彌
遠
・
史
嵩
之
三
人
の
宰
相
を
出

し
た
史
氏
の
鄞
県
月
湖
畔
に
あ
る
邸
宅
を
、
宋
版
寶
慶
『
四
明
志
』
付
図
に
は
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「
史
丞
相
府
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
倣
い
太
保
の
身
分
に
あ
っ
た
者
の

邸
宅
（
太
保
府
）
の
使
（
用
人
）
と
解
釈
す
れ
ば
官
名
で
は
な
く
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
画
幅
に
記
さ
れ
た
官
名
は
、
文
武
い
ず
れ
も
下
級
官
で
、
実
職

を
と
も
な
わ
な
い
も
の
も
多
い
。
こ
の
意
味
を
宋
代
史
に
即
し
て
考
え
て
み
よ

う
。
宋
元
時
代
の
明
州
慶
元
府
士
人
社
会
を
考
察
し
た
注
（
２
）
所
掲
近
藤
Ａ

～
Ｅ
の
論
考
に
お
い
て
、
筆
者
は
南
宋
前
半
の
明
州
を
、
士
人
階
層
が
勃
興
し

士
人
社
会
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
時
期
と
位
置
付
け
た
。
士
人
社
会
と
は
、
科
挙

官
僚
を
出
す
階
層
か
ら
な
る
地
域
社
会
の
こ
と
を
い
い
、
受
験
者
の
大
多
数
は

進
士
に
合
格
す
る
こ
と
な
く
終
わ
る
が
、
伝
統
的
な
支
配
―
被
支
配
関
係
で
あ

る
士
―
庶
区
分
か
ら
い
え
ば
、
か
れ
ら
は
士
に
属
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

士
人
は
、
科
挙
官
僚
で
あ
る
士
大
夫
と
庶
民
の
中
間
の
存
在
と
い
え
る
。
宋
代

に
な
る
と
士
―
庶
の
区
別
は
科
挙
に
係
わ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
「
読
書
人
」

と
し
て
の
素
養
の
有
無
が
基
準
と
な
っ
た
の
で
、
士
人
階
層
は
流
動
的
に
な
っ

た
。
科
挙
官
僚
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
は
一
族
の
繁
栄
・
没
落
に
直
結
す
る
事

態
な
の
で
地
域
有
力
者
層
は
、
厳
し
い
競
争
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
に
宗
族
を

形
成
し
て
助
け
あ
っ
た
り
、
士
人
同
士
の
婚
姻
関
係
を
重
層
的
に
結
ん
だ
り
、

学
校
や
塾
を
設
立
し
て
教
育
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
た
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
社
会

活
動
を
行
っ
た
。
五
百
羅
漢
図
四
十
八
幅
の
銘
文
を
見
る
限
り
、
科
挙
官
僚
や

高
級
官
僚
と
認
定
さ
れ
る
施
入
者
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
有
官
者
名
そ
れ

も
下
級
官
職
が
銘
文
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
族
の
中
に
中
高
級
官
僚
が

い
た
こ
と
を
示
し
、
施
入
者
た
ち
が
士
大
夫
の
出
身
母
体
で
あ
る
士
人
社
会
の

士
人
層
に
属
す
る
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
高
級
官
僚
・
科
挙
官
僚
の

不
存
在
は
、
勧
進
僧
義
紹
の
寄
進
対
象
者
選
択
の
問
題
に
関
わ
る
の
で
は
あ
る

が
、
東
銭
湖
周
辺
の
士
人
社
会
が
、
羅
漢
図
を
介
し
た
佛
教
信
仰
集
団
の
一
面

を
も
つ
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
従
来
の
文
献
史
料
か
ら
は
窺
え
な
い
か
れ
ら
の

活
動
す
る
世
界
が
、
そ
こ
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
井
手
氏
の

所
論
を
借
り
る
な
ら
、
史
浩
と
魏
王
の
存
在
は
、
ま
さ
に
大
徳
寺
本
が
「
地
域

社
会
と
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
、
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
と
中
央
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

三
　
東
銭
湖
と
士
人
社
会

　

明
州
鄞
県
は
、
灌
漑
水
を
西
半
分
は
它
山
堰
に
、
東
半
分
は
東
銭
湖
に
頼
っ

て
い
た
。
こ
れ
ら
鄞
県
の
水
利
史
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
、

宋
代
の
東
銭
湖
に
限
っ
て
も
主
要
な
水
利
事
業
の
推
移
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る）
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そ
れ
ら
研
究
者
の
関
心
は
、
灌
漑
・
治
水
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な

具
体
的
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
水
利
工
事

は
ど
の
よ
う
な
形
式
、
す
な
わ
ち
政
府
と
民
間
の
費
用
・
労
働
力
負
担
の
割
合

や
作
業
形
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
く
に
水
利
権
を
も
つ
有
力
地
主

は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
史
料
上
の
制
約
の
な

か
で
地
域
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
東
銭
湖
に

限
れ
ば
、
問
題
は
茭ま
こ
も葑
の
繁
茂
に
よ
る
湖
面
の
淤
塞
と
湖
田
化
に
あ
っ
た
。
湖

田
化
は
、
西
部
の
広
徳
湖
の
よ
う
に
意
図
的
な
干
拓
に
よ
っ
て
廃
湖
と
す
る
の

で
は
な
く
、
淤
塞
し
た
湖
面
を
豪
民
が
囲
い
込
ん
で
水
田
と
し
た
り
蓮
田
と
し
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た
り
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
、
結
局
、
対
応
は
湖
の
浚
渫
問
題
に
帰
着
し
た
。

こ
こ
で
は
、
井
手
氏
が
注
目
さ
れ
た
魏
王
趙
愷
の
浚
渫
事
業
を
中
心
に
、
銘
文

が
東
銭
湖
の
水
利
研
究
に
も
た
ら
し
た
新
た
な
知
見
と
、
逆
に
水
利
研
究
が
銘

文
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
導
く
か
考
え
て
み
た
い
。

　

南
宋
の
東
銭
湖
は
、
七
か
所
の
堰
か
ら
周
辺
水
田
に
灌
漑
用
水
を
供
給
し
て

い
た
。
そ
の
七
か
所
は
民
国
『
鄞
県
通
志
』
の
地
図
上
に
地
名
を
残
し
て
い
る
。

地
図
で
は
既
に
水
田
化
し
て
い
る
北
側
の
梅
湖
に
設
け
ら
れ
た
栗
樹
（
宝
慶

『
四
明
志
』
は
栗
木
）
堰
と
そ
の
西
側
の
梅
湖
堰
、
さ
ら
に
そ
の
南
の
銭
堰）

8
（

、

湖
の
西
岸
に
北
か
ら
莫
枝
堰
、
平
水
（
湖
）
堰
、
大
堰
、
高
湫
堰
の
七
堰
で
あ

る
（
地
図
を
参
照
）。
北
宋
で
は
、
天
禧
年
間
に
明
州
知
事
李
夷
庚
が
、
唐
の

県
令
陸
南
金
が
築
い
た
八
塘
四
堰
を
修
築
堅
固
に
し
、
慶
暦
年
間
に
県
知
事
で

あ
っ
た
王
安
石
は
湖
を
浚
渫
し
て
い
る）

9
（

。
嘉
祐
年
間
、
初
め
て
石
造
り
の

と

閘
を
設
置
し
、
治
平
年
間
に
は
六
堤
を
修
築
し
て
陸
南
金
・
李
夷
庚
を
祀
る
廟

を
建
て
た
。
そ
れ
か
ら
百
年
以
上
が
経
過
し
、
湖
面
の
二
万
余
畝
が
茭
葑
で
覆

わ
れ
、
年
三
回
の
取
水
が
一
回
に
な
る
な
ど
し
て
灌
漑
水
が
周
辺
に
行
き
渡
ら

な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
人
々
の
浚
渫
の
要
望
が
強
く
な
っ
た
た
め
、
南
宋
の

乾
道
五
年
（
一
一
六
九
）
に
知
事
の
張
津
が
茭
葑
除
去
を
朝
廷
に
申
請
し
て
裁

可
さ
れ
た
が
、
事
業
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
こ
の
年
の
十
月
に
到
任
し
た
新
知

事
趙
伯
圭
で
あ
っ
た
。
伯
圭
は
、
鄞
県
知
事
楊
布
を
現
地
に
派
遣
し
て
工
事
費

用
を
見
積
も
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
銭
十
六
万
五
千
八
八
八
貫
、
米
二
万
七
千
六
四

八
石
と
膨
大
で
あ
っ
た
の
で
事
業
は
一
旦
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

　

淳
熙
元
年
（
一
一
七
四
）
十
二
月
に
着
任
し
た
孝
宗
の
第
二
子
で
あ
る
魏
王

趙
愷
は
、
在
任
中
の
淳
熙
七
年
三
十
五
歳
の
若
さ
で
明
州
に
没
す
る
が
、
四
明

の
父
老
は
、
そ
の
善
政
を
称
え
て
建
祠
立
碑
を
乞
う
た
と
伝
え
る
（『
宋
史
』

二
四
六
本
伝
）。
そ
の
魏
王
善
政
の
一
つ
が
東
銭
湖
浚
渫
事
業
で
あ
り
、
淳
熙

三
年
四
月
、
鄞
県
知
事
姚
枱
の
開
浚
要
請
を
受
け
、
長
史
莫
濟
と
司
馬
陳
延
年

に
視
察
を
命
じ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
と
き
の
長
史
・
司
馬
は
通
判
の
職

務
を
遂
行
し
て
い
る）
（（
（

。
二
人
は
、
湖
辺
の
父
老
や
士
大
夫
の
意
見
を
聞
き
、
皆

が
浚
渫
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
報
告
し
た
の
で
、
具
体
的
な
工
事
計
画

を
立
て
認
可
の
上
奏
に
及
ん
だ
。
当
時
の
農
田
水
利
法
は
、
利
益
を
享
受
す
る

民
戸
が
出
資
し
共
同
で
工
事
を
行
う
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た
が
、
孝
宗
の
配
慮

で
内
蔵
庫
か
ら
会
子
五
万
貫
と
義
倉
米
一
万
石
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

魏
王
は
、
こ
れ
に
加
え
て
竹
木
の
材
料
、
報
償
経
費
や
除
去
し
た
茭
葑
の
運
搬

費
用
を
明
州
が
負
担
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
工
事
区
域
を
四
分
割
し

て
担
当
の
官
員
を
派
遣
し
監
督
さ
せ
、
地
元
の
有
力
者
の
協
力
を
求
め
る
と
と

も
に
、
先
の
二
人
の
「
通
判
」
に
州
庁
と
現
場
を
往
来
さ
せ
総
監
督
を
務
め
さ

せ
た
。
十
月
三
十
日
に
工
事
は
終
了
し
、
二
万
一
千
二
一
三
畝
三
角
六
歩
が
開

浚
さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
除
去
し
た
茭
葑
が
塘
岸
と
山
の
窪
み
に
堆
積
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
撤
去
に
は
ま
だ
一
ヵ
月
余
り
か
か
る
と
し
な
が
ら
も
、
莫
濟

と
陳
延
年
に
は
既
に
報
償
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
他
の
監
督
官
以
下
へ
の
賞

与
を
願
い
出
た
。
そ
の
結
果
、
十
二
月
十
三
日
に
三
省
が
「
奏
に
依
れ
」
と
の

聖
旨
を
受
け
（
三
省
同
奉
聖
旨
依
奏
）、
同
月
十
七
日
付
で
尚
書
省
か
ら
そ
の

決
定
を
伝
え
る
箚
子
を
受
け
た
魏
王
は
賞
与
の
原
案
を
上
奏
し
た
。
翌
淳
熙
四

年
二
月
七
日
、
魏
王
の
原
案
を
上
奏
し
た
中
書
門
下
省
・
尚
書
省
に
裁
可
の
勅
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が
下
り
、
恐
ら
く
原
案
の
通
り
関
係
し
た
官
民
へ
の
報
償
が
実
行
さ
れ
た
。
こ

れ
が
宝
慶
『
四
明
志
』
東
銭
湖
の
項
目
に
収
録
さ
れ
た
淳
熙
四
年
二
月
七
日
の

勅
か
ら
分
か
る
開
浚
工
事
の
経
緯
で
あ
る
。

　

こ
の
報
償
リ
ス
ト
の
な
か
に
前
節
で
紹
介
し
た
顧
仁
陞
の
名
前
が
み
え
る
。

か
れ
は
前
述
の
よ
う
に
保
義
郎
新
寧
国
府
広
徳
軍
巡
轄
馬
逓
鋪
の
肩
書
を
も
つ

下
級
武
官
で
あ
っ
た
。「
新
」
と
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
報
償
の
減
一
年

磨
勘
の
結
果
の
新
た
な
差
遣
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ち
な
み
に
寧

国
府
は
、
魏
王
の
前
任
地
で
あ
っ
た
。
リ
ス
ト
の
全
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

知
県
姚
枱　

減
磨
勘
三
年
（
宝
慶
『
四
明
志
』
1（　

鄞
県
令
題
名
で
は
二

年
）

陳
公
亮
、
潘
渭
卿
、
銭
蔤
、
林
泌
、
司
公
望
、
顧
仁
陞
、
顧
仁
俊　

減
磨

勘
一
年

許
常
和
、
顧
仁
智
、
顧
仁
興
、
陳
観
禮　

戸
下
納
入
明
州
官
物
減
免

張
允
迪
、
周
徽
、
許
賢　

犒
設
一
次

井
手
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
翔
鳳
郷
顧
氏
の
存
在
が
際
立
っ
て
お
り
、
こ
の

地
域
で
の
水
利
権
を
握
る
有
力
戸
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
陳
公
亮
も
豊
楽
郷
の
施
入
者
と
し
て
銘
文
に
名
前
が
み
ら
れ
る
陳

公
誉
・
公
學
あ
る
い
は
陳
景
英
・
景
逸
の
陳
氏
と
同
族
と
判
断
で
き
る
。
顧
氏

に
つ
い
て
は
、
後
に
再
度
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

趙
愷
は
、
報
償
を
願
う
上
奏
の
な
か
で
「
民
間
、
百
餘
年
の
積
弊
、
一
日
に

し
て
掃
除
せ
ら
る
る
を
見
、
手
を
引
き
額
に
加
え
、
聖
徳
を
稱
え
頌
せ
ざ
る
は

無
し
」
と
述
べ
る
が
、
実
は
今
回
の
事
業
は
失
敗
と
い
う
の
が
後
世
の
評
価
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
南
宋
後
半
期
の
開
浚
の
記
録
を
記
す
宝
慶
『
四
明
志
』
東

銭
湖
の
後
続
記
事
が
、
淳
熙
年
間
の
轍
を
踏
ま
な
い
と
し
て
失
敗
の
原
因
を
挙

げ
な
が
ら
立
案
し
た
、
後
の
工
事
計
画
を
掲
載
し
、
そ
の
記
述
は
明
・
清
代
ま

で
踏
襲
・
引
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

趙
愷
の
開
浚
事
業
か
ら
四
〇
年
近
く
た
っ
た
嘉
定
七
年
（
一
二
一
四
）、
知

事
を
兼
任
し
て
い
た
提
刑
使
程
覃
は
、
東
銭
湖
が
茭
葑
で
埋
ま
り
、
請
佃
し
て

く
る
者
、
力
を
頼
み
強
引
に
占
有
し
て
蓮
田
に
す
る
者
な
ど
が
現
れ
、
灌
漑
、

水
運
に
も
支
障
が
出
て
い
る
状
況
か
ら
開
浚
を
計
画
し
た
。
そ
の
際
、
広
徳
湖

や
它
山
堰
の
工
事
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
ま
た
趙
愷
の
開
浚
が
失
敗
し
た
理
由

も
挙
げ
て
い
る
。
結
局
、
除
去
し
た
茭
葑
を
放
置
し
、
動
員
し
た
水
軍
が
増
水

を
待
っ
て
運
搬
す
る
と
し
て
そ
れ
ら
を
湖
中
に
集
積
し
た
が
、
そ
の
後
、
増
水

期
に
撤
去
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
官
司
を
欺
い
て
堆
積
物
を
平
ら
に
な
ら
す
だ

け
で
あ
っ
た
の
で
茭
葑
は
再
び
繁
茂
し
、
投
下
し
た
資
金
は
無
駄
で
あ
っ
た
と

総
括
し
た
。
報
償
後
一
ヵ
月
余
り
で
運
搬
撤
去
す
る
と
し
て
い
た
作
業
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
程
覃
は
、
灌
漑
田
の
面
積
に
応
じ
て
開
浚
費
用
を
拠

出
さ
せ
る
畝
頭
銭
は
騒
擾
を
起
こ
す
と
し
て
否
定
し
、
水
軍
の
動
員
も
工
事
に

益
な
く
教
閲
を
妨
げ
る
だ
け
と
い
う
理
由
で
退
け
る
。
か
れ
の
提
案
は
、
即
効

を
求
め
ず
、
工
事
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
の
官
田
を
購
入
し
、
年
月
を
か
け
て

除
去
作
業
を
継
続
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
毎
畝
三
十

二
貫
官
会
の
田
千
畝
を
計
三
万
二
千
貫
で
購
入
し
、
毎
歳
二
千
四
〇
〇
余
石
を

収
穫
す
る
。
田
の
運
営
は
義
倉
の
例
に
よ
っ
て
近
辺
の
自
営
農
が
輪
番
に
分
担

し
、
最
有
力
戸
が
管
理
、
湖
辺
の
寺
院
も
協
力
す
る
。
農
閑
期
に
民
間
の
開
浚
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を
許
し
、
舟
の
大
小
、
除
去
し
た
茭
葑
の
量
や
場
所
な
ど
を
計
っ
て
報
酬
を
穀

物
で
支
払
う
。
一
年
で
二
万
余
船
を
動
員
す
れ
ば
二
万
余
船
分
の
茭
葑
が
除
去

さ
れ
、
二
万
余
船
分
の
水
が
潴
え
ら
れ
る
か
ら
、
十
数
年
後
に
湖
は
元
に
戻
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
三
万
二
千
貫
は
、
州
府
の
節
約
し
て
浮
か
せ
た
経
費
を
財

源
と
し
、
さ
ら
に
別
に
捻
出
し
た
三
千
余
貫
を
元
手
に
穀
物
二
千
余
石
を
購
入

し
て
、
当
面
の
茭
葑
買
い
上
げ
経
費
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

程
覃
は
詳
細
な
運
用
規
定
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
中
の
湖
面
占
有
禁
止
の
例

外
と
し
て
、
月
波
寺
、
隠
學
寺
、
恵
澤
廟
、
銭
堰
の
蓮
田
に
つ
い
て
は
占
有
を

認
め
て
い
る
。
し
か
し
九
月
十
九
日
に
下
さ
れ
た
事
業
許
可
の
勅
で
は
、
月
波

寺
な
ど
の
蓮
田
に
つ
い
て
も
例
外
な
く
開
鑿
を
行
う
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
、
そ

の
ほ
か
は
申
請
通
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。
南
の
隠
學
寺
以
外
、
史
浩
由
来
の
月

波
寺
や
恵
澤
廟
、
銭
堰
が
い
ず
れ
も
青
山
周
辺
に
位
置
し
、
こ
の
時
期
に
至
っ

て
も
な
お
特
別
な
場
所
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
程
覃
に

協
力
し
た
顧
義
先
（
紹
興
十
六
年
一
一
四
六
～
嘉
定
十
五
年
一
二
二
二
）
と
い

う
人
物
に
も
注
意
し
た
い）
（（
（

。
史
浩
の
推
薦
に
よ
っ
て
武
官
の
位
を
得
、
翔
鳳
郷

青
雷
峯
之
原
（
青
山
山
麓
）
に
葬
ら
れ
た
義
先
は
、
大
徳
寺
本
の
施
入
者
の
一

人
翔
鳳
郷
滄
門
里
顧
仁
陞
と
同
族
で
あ
ろ
う
。
墓
誌
銘
に
は
、
義
先
の
持
論
と

し
て
湖
水
管
理
は
財
源
と
な
る
田
を
購
入
し
、
義
役
の
事
例
に
な
ら
っ
て
官
民

で
運
営
し
、
田
か
ら
の
収
入
で
葑
を
買
い
上
げ
運
搬
撤
去
す
る
と
い
う
、
程
覃

と
同
様
な
主
張
が
記
さ
れ
、
二
人
は
意
気
投
合
し
て
力
を
合
わ
せ
た
と
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
程
覃
の
計
画
も
実
績
を
上
げ
得
な
か
っ
た
。
十
二
年
後
の
宝

慶
二
年
（
一
二
二
六
）、
干
ば
つ
に
際
会
し
た
知
事
胡
榘
は
、
鄞
県
の
常
県
丞

に
開
閘
放
水
さ
せ
た
が
一
、
二
回
で
湖
水
が
尽
き
る
と
い
う
報
告
を
聞
き
、
開

浚
の
計
画
を
立
て
た
。
胡
榘
は
自
ら
東
銭
湖
に
赴
き
、
月
波
寺
か
ら
船
で
渡
っ

た
二
靈
山
か
ら
湖
面
の
八
、
九
割
が
水
草
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

返
り
の
船
上
で
竿
を
使
っ
て
茭
葑
の
状
況
を
調
査
し
て
い
る
。
ま
た
父
老
の
話

で
は
、
魏
王
以
来
四
〇
年
以
上
浚
渫
が
な
い
と
い
い
、
事
実
、
程
覃
の
設
置
し

た
開
湖
局
も
、
購
入
し
た
田
の
租
米
は
道
路
の
修
理
費
に
転
用
さ
れ
、
購
入
資

金
の
残
り
も
庫
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
、
開
湖
局
は
実
際
に
機
能
し
な
か
っ
た
と

記
す
。
さ
ら
に
胡
榘
は
、
趙
愷
が
茭
葑
の
最
終
処
理
を
誤
っ
た
こ
と
と
、
従
事

し
た
民
戸
に
傭
賃
を
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
た
が
、
逆
に
水
軍
の
利

用
は
評
価
し
て
、
自
ら
も
交
代
で
の
水
軍
動
員
策
を
採
用
し
手
当
て
（
生
券
）

を
給
し
た
。
同
じ
く
七
郷
の
灌
漑
を
受
け
る
民
戸
か
ら
労
役
を
募
集
し
、
か
れ

ら
に
は
「
券
食
」
を
給
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

胡
榘
の
工
事
計
画
の
特
色
は
、
撤
去
し
た
茭
葑
を
廃
棄
す
る
場
所
が
少
な
い

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
堤
の
築
造
を
提
案
し
た
こ
と
に
あ
る
。
茭
葑
の

処
理
と
人
々
の
往
来
の
便
の
一
石
二
鳥
を
狙
っ
た
案
で
あ
る
。
当
初
は
、
月
波

寺
か
ら
二
靈
山
ま
で
湖
を
横
断
す
る
堤
を
計
画
し
た
が
、
延
長
八
〇
〇
余
丈
と

規
模
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
、
邵
家
山
か
ら
楊
家
山
ま
で
に
縮
小
し
、
こ
れ
で
あ

れ
ば
三
～
四
〇
〇
丈
と
工
役
が
半
分
で
す
む
と
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
の
年
の
九
月
二

十
一
日
に
工
事
の
許
可
が
出
て
、
常
平
倉
米
か
ら
一
万
五
千
石
、
宮
廷
の
封
樁

庫
か
ら
度
牒
百
道
（
毎
道
八
百
貫
で
売
却
）
が
支
給
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
十
月

か
ら
水
軍
の
人
船
が
輪
番
で
浚
渫
・
運
搬
に
あ
た
り
民
戸
も
協
力
し
、
厳
冬
期

に
一
旦
休
工
、
翌
宝
慶
三
年
の
春
夏
の
交
に
再
開
、
農
事
と
水
軍
の
教
閲
を
妨



九
〇

げ
な
い
よ
う
に
、
魚
戸
も
動
員
し
つ
つ
十
月
七
日
に
工
事
が
終
了
し
た
。
今
回

の
恩
賞
は
、

通
判
蔡
範　

升
擢
差
遣
一
次

総
官
韓
宗
元　

路
分
再
任

　
　

呂
純
仁　

減
三
年
磨
勘

鄞
県
丞
常
棅　

循
両
資

水
軍
正
将
王
選　

倪
珎　

各
減
二
年
磨
勘

準
備
将
孫
茂　

王
戩　

各
転
一
資

白
身
王
茂　

補
守
闕
進
勇
副
尉

と
あ
り
、
魏
王
の
と
き
に
比
べ
布
衣
が
見
当
た
ら
な
い
。
唯
一
白
身
の
王
茂
も
、

恐
ら
く
水
軍
兵
士
で
あ
ろ
う
か
ら
工
事
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
有
力
灌
漑

受
益
戸
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

翌
紹
定
元
年
（
一
二
二
八
）、
開
浚
事
業
の
断
絶
を
危
惧
し
た
尚
書
省
は
、

余
剰
銭
か
ら
二
万
八
千
三
四
七
貫
余
を
出
し
、
田
畝
を
買
い
増
し
て
、
旧
来
の

租
米
に
加
え
三
千
石
の
余
裕
を
も
た
せ
、
そ
れ
ら
を
翔
鳳
郷
長
顧
泳
之
に
管
理

さ
せ
た
と
記
す
。
顧
泳
之
は
、
先
述
の
顧
義
先
の
子
で
あ
る
。
ま
た
漁
戸
五
百

人
に
毎
年
六
石
を
給
し
、
四
分
割
し
て
担
当
区
域
に
茭
葑
が
発
生
す
れ
ば
除
草

さ
せ
た
。
作
業
は
二
十
人
を
一
隊
と
し
、
一
人
の
管
隅
が
指
揮
を
し
、
全
体
を

県
丞
が
統
轄
し
た
。
原
案
は
承
認
さ
れ
、
降
さ
れ
た
聖
旨
は
最
終
の
監
督
官
庁

を
提
挙
常
平
司
と
し
て
い
る
。
一
連
の
作
業
お
よ
び
追
加
措
置
の
後
、
東
銭
湖

の
西
岸
か
ら
突
き
出
し
た
陶
山
（
地
図
は
陶
公
山
）
に
煙
波
館
と
天
鏡
亭
を
建

て
、
郡
人
の
宝
文
閣
学
士
史
彌
堅
に
記
文
を
書
か
せ
今
回
の
事
業
は
終
了
し
た
。

史
彌
堅
は
、
と
き
の
宰
相
史
彌
遠
の
弟
で
、
兄
と
は
政
治
的
立
場
を
異
に
し
て

い
た
と
さ
れ
る
が
、
東
銭
湖
周
辺
の
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
の
代
表
と
し
て
の
顧

泳
之
に
対
し
、
中
央
エ
リ
ー
ト
の
代
表
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き

よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
官
民
共
同
で
の
開
浚
事
業
の
永
続
化
を
図
っ
た
今
回
の
措
置
も
、

実
際
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。
宝
慶
『
四
明
志
』
東
銭
湖
の
項
は
、「
自
此
不

薙
葑
者
十
六
年
、
幾
無
湖
矣
」
と
述
べ
、
続
け
て
淳
祐
二
年
（
一
二
四
二
）
の

冬
、
沿
海
制
置
副
使
を
兼
ね
る
知
事
陳
塏
が
行
っ
た
開
浚
策
を
記
す
。
陳
塏
は

制
置
司
幹
辧
公
事
林
元
晉
と
慶
元
府
節
度
判
官
石
孝
廣
に
命
じ
て
「
買
葑
之

策
」
を
実
行
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
水
軍
も
民
夫
も
動
員
せ
ず
、
除
去
し
た
茭
葑

を
舟
の
大
小
、
葑
の
多
寡
に
よ
っ
て
算
定
し
、
官
が
買
い
上
げ
る
と
い
う
非
常

に
単
純
な
方
法
で
あ
っ
た
。
応
ず
る
者
、
最
初
は
数
百
人
の
み
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
日
に
千
余
人
と
な
り
、
こ
う
し
て
開
浚
作
業
は
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ

た
と
評
価
す
る
。

お
わ
り
に

　

宝
慶
『
四
明
志
』
一
二 

東
銭
湖
は
、
魏
王
趙
愷
か
ら
始
ま
り
、
程
覃
、
胡

榘
、
陳
塏
と
約
七
〇
年
間
に
わ
た
る
明
州
慶
元
府
知
事
が
主
導
し
た
南
宋
の
東

銭
湖
開
浚
事
業
計
画
案
と
そ
の
始
末
を
記
す
。
そ
こ
に
は
近
年
の
宋
代
史
研
究

で
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
在
地
有
力
者
層
、
こ
こ
で
は
東
銭
湖
灌
漑

水
の
恩
恵
を
受
け
る
有
力
人
戸
の
姿
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
工
事
で
の
役
割
は



日
本
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
銘
文
と
南
宋
明
州
士
人
社
会

九
一

順
次
低
下
し
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
る
。
魏
王
の
事
業
完
成
の
報
償
に
、
翔
鳳
郷

滄
門
里
の
顧
氏
一
族
は
四
人
の
名
を
連
ね
る
が
、
結
果
と
し
て
開
浚
工
事
は
中

途
半
端
に
終
わ
っ
た
。
程
覃
の
と
き
に
顧
義
先
の
協
力
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
事
業
は
資
金
の
確
保
で
終
わ
り
、
開
浚
工
事
そ
の
も
の
は
実
施
さ
れ

な
か
っ
た
。
胡
榘
の
事
業
終
了
後
、
開
浚
の
継
続
を
期
し
て
民
間
主
導
の
仕
組

み
が
追
加
さ
れ
、
そ
の
中
心
に
翔
鳳
郷
長
の
顧
泳
之
が
い
た
が
、
期
待
さ
れ
た

開
浚
作
業
の
継
続
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
陳
塏
の
買
葑
策
に
民

間
有
力
者
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。

　

灌
漑
治
水
事
業
は
、
湖
を
汚
泥
化
す
る
水
草
の
除
去
の
み
が
作
業
で
は
な
い
。

堰
堤
の
築
造
や
保
守
、

や
閘
の
建
設
・
開
閉
・
保
持
、
そ
れ
に
湖
面
の
囲
い

込
み
を
図
り
、
蓮
田
や
水
田
化
を
目
論
む
有
力
人
戸
や
寺
院
に
対
す
る
絶
え
ざ

る
監
視
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。『
四
明
志
』
東
銭
湖
の
記
事
が
依
拠
す
る
史

料
は
、
主
に
開
浚
を
許
可
す
る
詔
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
知
事
の
開
浚

申
請
の
上
奏
や
、
上
奏
を
受
け
た
上
級
官
庁
の
検
討
と
判
断
、
上
奏
の
執
行
を

許
可
す
る
勅
な
ど
が
文
書
の
上
下
の
伝
達
経
路
に
即
し
て
入
れ
子
状
に
節
略
・

記
載
さ
れ
た
も
の
で
、
地
域
社
会
の
様
相
を
知
る
に
は
初
め
か
ら
限
ら
れ
た
内

容
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
開
浚
事
業
の
傍
証
史
料
を
使
え
ば
、
例
え
ば
楼
鑰
『
攻

媿
集
』
一
〇
五 

朝
請
大
夫
史
君
（
浚
）
墓
誌
銘
に
は
、
史
浩
の
従
弟
史
浚
が
、

魏
王
か
ら
開
浚
事
業
に
際
し
て
「
給
錢
穀
及
設
醲
賞
」
を
委
ね
ら
れ
た
と
き
、

そ
れ
は
辞
退
し
な
が
ら
も
、
水
軍
の
利
用
を
提
言
し
、
報
酬
を
高
く
軍
律
を
厳

し
く
す
れ
ば
民
を
煩
わ
せ
な
い
、
除
去
し
た
葑
を
湖
岸
に
積
め
ば
自
然
堤
防
に

な
る
と
助
言
、
功
を
求
め
る
官
主
導
の
工
事
の
弊
害
を
諭
す
な
ど
、
そ
の
言
動

は
民
の
視
点
を
感
じ
さ
せ
、
あ
る
い
は
先
述
の
程
覃
に
協
力
し
た
顧
義
先
の

「
此
事
（
開
浚
事
業
基
本
金
管
理
）
正
に
義
役
の
如
く
、
民
之
自
ら
爲
す
所
を

聴
し
以
っ
て
官
司
之
れ
に
参
ず
れ
ば
、
乃
ち
以
っ
て
経
久
た
る
可
し
」
の
言
か

ら
、
水
利
事
業
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
地
域
有
力
戸
の
姿
勢
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
羅
漢
図
銘
文
は
一
次
史
料
で
あ
る
が
、
施
入
者
の
姓
名
、
居
住
地
、

目
的
、
施
入
先
、
勧
進
僧
、
画
家
名
、
施
入
年
を
記
す
の
み
で
、「
東
銭
湖
」

記
事
と
史
料
の
性
質
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
。
物
故
者
の
極
楽
往
生
、
一
族
の

平
安
を
祈
念
し
て
施
入
す
る
羅
漢
図
の
、
勧
進
側
の
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
に
東
銭
湖
の
も
た
ら
す
水
の
恵
み
に
感
謝
し
、
大
々
的
に
催
さ

れ
た
水
陸
会
の
費
用
調
達
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
東
銭
湖
の
水
利
受
益
者

が
多
く
施
入
す
る
羅
漢
図
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
読
み
方
も
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。

四
十
八
幅
の
銘
文
画
幅
の
う
ち
十
五
幅
を
寄
進
し
た
翔
鳳
郷
関
係
者
な
か
で
顧

氏
一
族
が
十
幅
を
占
め
、
あ
る
い
は
五
幅
を
寄
進
し
た
豊
楽
郷
関
係
者
の
う
ち
、

や
は
り
魏
王
の
報
償
に
名
が
み
え
る
陳
氏
の
同
族
と
推
定
で
き
る
陳
氏
が
四
幅

を
占
め
る
と
い
う
事
実
は
、
東
銭
湖
記
事
で
は
印
象
の
薄
い
地
域
有
力
者
層
の

存
在
を
大
き
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
東
銭
湖
記
事
と
羅
漢
図
銘
文
と
い
う
性

質
の
異
な
る
歴
史
史
料
を
同
時
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
事
実

が
読
み
取
れ
る
の
か
、
そ
の
課
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

大
徳
寺
本
は
、
何
時
ど
の
よ
う
な
理
由
で
恵
安
院
を
離
れ
、
遠
く
日
本
に

渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
伝
え
の
一
二
四
六
（
淳
祐
六
）
年
渡
来
が
事
実

で
あ
れ
ば
、
官
民
共
同
の
開
浚
策
が
失
敗
に
終
わ
り
、
官
が
一
方
的
に
除
去
し



九
二

た
水
草
を
買
い
上
げ
る
「
買
葑
之
策
」
が
実
施
さ
れ
た
淳
祐
二
年
の
四
年
後
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

注

（
１
） 

『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図　

銘
文
調
査
報
告
書
』
奈
良
国
立
博
物
館　

東
京
文
化

財
研
究
所　

二
〇
一
一
年
三
月
二
十
五
日
発
行　

二
七
二
頁
。
本
稿
は
、
谷
口
耕
生

「
共
同
研
究
の
概
要
」
を
始
め
と
す
る
、
こ
の
報
告
書
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
以
下
、

引
用
注
記
が
必
要
な
場
合
は
『
報
告
書
』
と
略
称
す
る
。

（
２
） 

公
刊
し
た
論
考
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

Ａ 

「
南
宋
地
域
社
会
の
科
挙
と
儒
学
―
明
州
慶
元
府
の
場
合
―
」（
土
田
健
次
郎
編
『
近

世
儒
学
研
究
の
方
法
と
課
題
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
六
年
）

 

Ｂ 

「
宋
末
元
初
湖
州
呉
興
の
士
人
社
会
」（『
福
井
重
雅
先
生
古
稀
・
退
職
記
念
論
集　

古
代
東
ア
ジ
ア
の
社
会
と
文
化
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
七
年
）

 

Ｃ 

「
鄞
県
知
事
王
安
石
と
明
州
士
人
社
会
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

五
三
―
四　

二
〇
〇
八
年
）
以
上
、
近
藤
一
成
『
宋
代
中
国
科
挙
社
会
の
研
究
』

（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
九
）
に
一
部
改
稿
し
て
収
録
。

 

Ｄ 

「
黄
震
墓
誌
と
王
應
麟
墓
道
の
語
る
こ
と
―
宋
元
交
替
期
の
慶
元
士
人
社
会
」（『
史

滴
』
三
〇　

二
〇
〇
八
年
）

 

Ｅ 

「
宋
代
中
国
士
人
社
会
研
究
の
課
題
と
展
望　

―
明
州
寧
波
士
人
社
会
と
豊
氏
一
族

―
」（
工
藤
元
男
・
李
成
市
編
『
ア
ジ
ア
学
の
す
す
め
』
三
巻　

雄
山
閣　

二
〇
〇

九
年
）

（
３
） 

『
報
告
書
』「
木
村
徳
応
筆
五
百
羅
漢
図
―
失
わ
れ
た
大
徳
寺
本
六
幅
を
め
ぐ
っ
て
」

（
４
） 

「
寧
波
を
め
ぐ
る
場
と
美
術
」（『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書
店　

二
〇
〇

九
年
九
月
）
井
手
Ａ
、「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
試
論
」（『
聖
地
寧
波
』
奈
良
国
立

博
物
館　

展
覧
図
録　

二
〇
〇
九
年
七
月
）
井
手
Ｂ
、「
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
の
成
立

背
景
」（『
報
告
書
』
二
〇
一
一
年
三
月
）
井
手
Ｃ

 

　

井
手
氏
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
五
年
間
に
わ
た
る
文
部
科
学
省
特
定
領
域
研
究
「
東
ア

ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
寧
波
を
め
ぐ
る
絵

画
と
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
研
究
班
代
表
と
し
て
大
徳
寺
本
銘
文
を
研
究
課
題
の
一
つ

に
加
え
調
査
・
研
究
を
主
導
し
た
。
Ａ
は
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
の
基
調
報
告
で
あ
り
、
時
期
は
Ｂ
に
先
行
す
る
。

（
５
）
井
手
Ｃ　

二
四
五
、
二
四
九
頁
。

（
６
） 

宣
和
五
年
六
月
十
一
日
の
中
書
省
の
言
に
よ
れ
ば
、「
営
利
之
家
」
が
官
号
を
看
板

に
掲
げ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
医
薬
鋪
は
授
け
ら
れ
た
官
号
・
職
位
の
使
用

が
許
さ
れ
て
い
た
（『
宋
会
要
稿
』
刑
法　

禁
約
二
之
八
七
）。

（
７
） 

長
瀬
守
『
宋
元
水
利
史
研
究
』
第
二
編
第
四
章
「
宋
代
江
南
に
お
け
る
水
利
開
発
」

（
国
書
刊
行
会　

一
九
八
三
年　

初
出
一
九
七
四
年
）　

小
野
泰
『
宋
代
の
水
利
政
策
と

地
域
社
会
』
第
二
部
第
二
章
「
広
徳
湖
・
東
銭
湖
水
利
と
地
域
社
会
」（
汲
古
書
院　

二
〇
一
一
年
）　

陸
敏
珍
「
宋
代
明
州
水
利
事
業
の
経
営
と
管
理
」（『
東
ア
ジ
ア
海
域

交
流
史 

現
地
調
査
研
究
～
地
域
・
環
境
・
心
性
～
』
一　

特
定
領
域
研
究　

東
ア
ジ

ア
の
海
域
交
流　

現
地
調
査
研
究
部
門
報
告
書　

二
〇
〇
六
年
）、
同
『
唐
宋
時
期
明

州
区
域
社
会
経
済
研
究
』
第
三
章
水
利
建
設
与
区
域
社
会
整
合
（
上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
８
） 

こ
れ
ら
三
堰
に
面
し
た
湖
面
は
、
民
国
「
鄞
県
通
志
」
地
図
の
五
里
塘
に
よ
っ
て
区

切
ら
れ
た
北
側
全
て
と
そ
の
南
側
に
当
た
り
、Google Earth

を
み
る
と
現
在
、
陸

地
部
分
と
堤
防
で
区
画
さ
れ
た
泥
地
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。

（
９
） 

東
銭
湖
浚
渫
の
記
述
は
、
と
く
に
典
拠
を
挙
げ
な
い
限
り
、
宝
慶
『
四
明
志
』
一
二　

東
銭
湖
の
項
目
に
拠
る
。

（
10
） 

宝
慶
『
四
明
志
』
三　

佐
官
に
「
…
中
興
以
来
明
州
通
判
多
至
三
員
。
魏
王
在
鎮
以

長
史
司
馬
易
其
職
、
淳
熙
七
年
依
旧
。
…
」
と
あ
る
。
唐
の
王
府
に
置
か
れ
た
長
史
・

司
馬
が
、
魏
王
の
下
で
通
判
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
建
炎
以
来
朝

野
雑
記
』
乙
集
一
三
「
寧
国
府
明
州
長
史
司
馬
」
を
参
照
。

（
11
） 

井
手
Ｃ
。
袁
爕
『
絜
齋
集
』
一
九　

訓
武
郎
郎
荊
湖
北
路
兵
馬
都
監
顧
君
義
先
墓
誌

銘
。

（
1（
） 

二
靈
山
の
東
麓
は
、
史
氏
一
族
の
故
地
で
あ
る
下
水
で
あ
り
、
月
波
寺
と
つ
な
が
る
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九
三

堤
に
は
、
史
氏
へ
の
配
慮
が
窺
え
る
。
な
お
邵
家
山
と
楊
家
山
を
つ
な
ぐ
堤
の
位
置
は

未
詳
。『
鄞
県
通
志
』
地
図
に
あ
る
梅
湖
と
大
湖
を
区
切
る
五
里
塘
は
、
規
模
か
ら
み

る
と
同
じ
だ
が
、
乾
隆
『
鄞
県
志
』
四　

東
銭
湖
に
引
く
邱
緒
「
浚
東
銭
湖
議
」
は
別

の
堤
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
記
事
も
邵
家
山
と
楊
家
山
を
つ
な

ぐ
堤
に
つ
い
て
は
宝
慶
『
四
明
志
』
の
記
述
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
解
釈
で
き

る
。
ま
た
乾
隆
『
鄞
県
志
』
本
文
は
五
里
塘
に
つ
い
て
、
何
時
の
築
造
か
知
ら
ず
、
由

来
は
久
し
い
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。

（
補
注
）
本
来
、
金
石
に
彫
り
込
ま
れ
た
文
の
呼
称
で
あ
る
「
銘
文
」
を
、
図
に
書
き
こ
ま

れ
た
寄
進
記
事
に
使
用
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
適
当
な

史
料
用
語
が
見
当
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
仮
り
に
『
報
告
書
』
に
従
い
「
銘
文
」
を

使
用
す
る
。

有
官
銘
文
リ
ス
ト
　
⓾
幅

①
59

豊
樂
郷
故
□（
干
）里
古
塘
保
將
仕
郎
陳
公
譽
公
學［　
　
　

］財
畫
此
入
／
恵
安

院
常
住
供
養
功
徳
隨
心
圓
満
福
壽
戊
戌
□（
淳
）□（
凞
）五
年
幹
僧
義
紹
題
／
周

□（
季
）常
筆

②
Ｆ
１
豊
樂
郷
故
干
里
古
塘
保
將
仕
郎
陳
景
英
妻
□
廿
四
娘
／
施
財
畫
此
入
恵
安
院
常

住
供
養
功
徳
□（
保
ヵ
）妻
□
□（
女
ヵ
）□（
娋
ヵ
）□（
除
ヵ
）／
戊
戌
淳
凞
五
年

幹
僧
義
紹
題
林
庭
珪
筆

③
３

豊
樂
郷
故
干
里
古
塘
保
將
仕
郎
陳［
景
］逸
妻
蔡
百
二
娘
施
財
／
畫
此
入
恵
安
院

常
住
供
養
功
徳
随
心
圓
満
戊
戌
淳
凞
五
年
幹
僧
義
紹
題
周
季
常
筆

④
68

万
令
郷
正
界
霜
妻
戚
百
六
娘
施
財
畫
／
此
入
恵
安
院
常
住
供
養
功
德
薦
夫
主
／

黄
七
三
員
外
生
浄
土
者
戊
戌
淳
凞
五
年
／
幹
僧
義
紹
題
／
林
庭
珪
筆

⑤
45

翔
鳳
郷
孝
男
顧
仁
瑞
仁
璁
仁
珣
孝
孫
汝
佐
施
／
財
畫
此
入
恵
安
院
常
住
供
養
功

徳
薦
／
考
顧
細
十
八
助
教
妣
王
氏
四
三
孺
人
早
生
／
佛
界
戊
戌
淳
煕
五
年
幹
僧

義
紹
題

⑥
33
　

保
義
郎
新
寧
國
府
廣
徳
軍
巡
轄
馬［
逓
ヵ
］鋪
顧
仁
陞
合
家
等
施
財
畫
此
入
恵

安
院
／
常
住
供
養
功
德
随
心
圓
満
戊
戌
淳
凞
五
年
幹
僧
義
紹［
書
ヵ
］周
季
常
筆

⑦
Ｂ
３
通
州
静
海
縣
寄
居
平
江
府
呉
縣
鳳
凰
郷
艇
舡
橋
居
住
弟
子
高
之
問
捨
財
置
此
／

聖
幀
入
明
州
恵
安
院
常
住
供
養
功
徳
伏
用
追
薦
亡
祖
迪
功
亡
祖
母
許
氏
亡
考
四

特
奏
／［　
　
　

］後
心
願
成
聖
□
同
登
佛
果
淳
凞
甲
辰
季
冬
望
日
題/

幹
僧
義
紹

周
季
常
筆

⑧
75
　

□
居
平
江
□
林
氏
□（
樂
）安
下
郷
居
住
弟
子
承［
信
ヵ
］［　
　
　
　

］徳
壽
宮

祗
應
高［
居
］賢
／［　
　
　
　

］氏［　
　
　
　

］［
爲
］花
女
高
壽
娘
行
年
一
歳
三

月
初
三
日
生
近
因［
染
ヵ
］［
患
ヵ
］於
今
年
／［
一
］月
十
三
日
□
□
□（
施
）淨
財

彩
畫
羅
漢
尊
者
聖
幀
一
軸
恭
入
明
州
恵
安
院
常
住
／
功
徳
□
□
度
脱
花
女
壽
娘

清
魂
超
生
淨
界
淳
凞
甲
辰
季
冬［
望
］［
日
］題
／
幹
僧
義
紹
周
季
常
筆

⑨
76
　

秀
□（
州
）華
亭
縣
郭
邑
居
住
奉
佛
弟
子
進
義
副
尉
□
□
又
太
保
府
使
呂

［
許
ヵ
］敏
男
邦
仁
邦
義
邦［
礼
ヵ
］邦
智
／
施
浄
財
畫
□（
此
）入
明
州
惠
安
院
常

住
供
養
功
德
報
答
四
恩
三
宥
法
界
有
情
同
成
佛
果
乙［
巳
］淳
凞
端
五
／
僧
義
紹

題
周
季
常
筆

⑩
48
　
［　
　
　
　

］新［　
　
　
　

］府［　
　
　
　

］馬
□（
逓
ヵ
）［　
　
　
　

］［
陞
］

合
家［　
　
　
　

］／［　
　
　
　

］養
□（
随
）心
圓
満　

□（
淳
）凞［
七
］年[　
　

　
　

］義
紹
題

※ 

①
～
⑨
は
本
文
中
の
番
号
。
59
～
48
は
報
告
書
の
画
幅
番
号
。
⑩
48
は
⑥
33
と
同
じ
く

施
入
者
は
顧
仁
陞
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� （『大徳寺伝来五百羅漢図　銘文調査報告書』より）
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